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婚活イベント 開催！
平成31年１月20日、雲仙市瑞穂町で婚活イベント「花コン」を開催しました。（詳細は３ページ）

花「    コン」



　雲仙市農業委員会では、農家の経営状況や今後（１０年後）の農地をど

のように考えておられるかを把握するため、地域の農業委員・農地利用最

適化推進委員がご自宅にお伺いします。

　今後、皆さんの地域の農地を守って行くための大切な基礎

資料となりますので趣旨をご理解のうえご協力をお願いしま

す。

　農地を住宅や農業用施設など「農地以外のもの」として使いたいときは、農業委

員会において「農地転用の許可」が必要となります。

　その農地が、農振農用地区域内にある場合は、農地転用申請の前に、農振農用地

区域から「除外」又は「軽微な変更」を行わなければなりません。農振農用地区域

から「除外」又は「軽微な変更」を行なうには、「雲仙農業振興地域整備計画」を変

更する必要があります。

　雲仙市では、「雲仙農業振興地域整備計画」をおおむね５年に１度、全域的に見直

して変更するため、現在「全体見直し」作業を行なっています。

　このため、「随時変更（個人事情による変更希望の受付）」については、受付停止

期間（凍結期間）となっています。

　今年の夏ごろ、全体見直しによる計画変更が完了し、その後、随時変更の受付を

開始する予定です。受付開始時期は、今後の「広報うんぜん」によりお知らせします。

　なお、農振農用地区域からの除外等は、その要件を満たした場合のみ計画変更で

きますので、ご理解をお願いします。

　　　　　　●問い合わせ先　産業部農林水産課　■電話 0957-38-3111

農地利用最適化アンケート調査にご協力下さい。

「雲仙農業振興地域整備計画」は全体見直し期間中です。
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◯調査対象　　　農地基本台帳に登録されている、10a以上
　　　　　　　　耕作されている人

◯調査期間　　　平成30年 10月１日～平成32年３月31日



　1月20日（日）に瑞穂町のカーネーショ

ンハウスと県南農業共済組合の施設をお借

りして、婚活イベントを開催しました。

　このイベントは、市内の男性農業従事者

と農業に興味がある女性の出会いのきっか

けとなる場を提供することを目的として雲

仙市農業委員会が実行委員会を組織し毎年

開催しています。

　当日は、男性１５名、女性１４名の合計

２９名が参加して下さいました。３分間自

己紹介のあと、カーネーション農家の農業

委員が講師となってフラワーアレンジメン

トを体験しました。

　男女ペアになり、相談しながらアレンジ

メントを作り上げていく中で、親睦を深め

ることができたようです。初めて挑戦され

た方ばかりでしたが、かわいくきれいな出

来栄えの作品が完成しました。

　

　お昼には海の幸・山の幸バーベーキューとし

て、雲仙市産の牡蛎や牛肉を堪能していただき

ました。

　その後の農産物争奪ゲーム大会では、農業委

員から提供された多くの農産物の獲得を目指し

てチーム対抗戦により競い合いました。皆さん

の笑い声や歓声が飛び交い、大いに盛り上がり

ました。

　ファイナルインプレッションでは、多くのカッ

プルが誕生して主催者側も笑顔一杯の１日でし

た。ご参加くださった皆さん、ありがとうござ

いました。

婚活イベント「花コン」開催

いい出会いを見つけた！
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農地の貸借・売買・贈与等について

農地の移動については、農業委員会の許可が必要です。

農地法第３条又は農業経営基盤強化促進法による手続きがあります。

農地の無断転用は農地法違反です。

農地を農地以外のものにする場合は、農業委員会の許可

が必要です。

　受け手の状況（認定農業者等）により、農業経営基盤強化促進法を利用できます。

　また許可を受けるには、受け手の下限面積や耕作状況など要件がありますので、まずは地

元の農業委員・農地利用最適化推進委員または農業委員会事務局へお尋ね下さい。

◎許可なく農地の売買・贈与はできません。法務局での登記もできません。

◎相続については届出が必要です。

◇農業経営基盤強化促進法のメリット

●所有権移転の場合

　・登記手続きまで農業委員会で行うため経費を軽減できます。

　・譲渡所得の特別控除（８００万円）を受けられます。（農振農用地区域内であることが条件）

●賃借権設定の場合

　・未相続農地でも、相続権がある人の１ /２を超える同意があれば、２０年までの契約が可

　　能です。ただし、戸籍謄本・同意書等の添付が必要となります。

　・期間が満了すれば農地は自動的に返還されます。継続を希望する場合は、再設定の手続

　　きをお願いします。

※ 農地所有者が転用する場合

　・農地法第 4 条の許可が必要です

※ 農地を購入または借地して

　 転用する場合

　・農地法第 5 条の許可が必要です。

※ 厳しい罰則が科される場合があり
　　ます。
　・工事の中止や原状回復命令がなされ

　　ることがあります。

　 ・３年以下の懲役又は300万（法人は

　　 1 億円）以下の罰金

農
地
を
転
用

し
た
い
場
合

農地の貸借・売買・贈与等について

農地の無断転用は農地法違反です。
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市の補助事業の紹介

〇農業機械レンタル推進事業

対象経費対象経費

補助額等補助額等

問い合わせ先　産業部農林水産課　　■電話 0957-38-3111

雲仙市では、農林水産業振興の施策として「光り輝く雲仙力アップ事業」を実施しています。

多くの支援事業がありますが、今回は「農業機械レンタル事業」をご紹介します。

※その他にも様々な補助事業がありますので詳しい内容については農林水産課へお問い合わせ下さい。

イメージ図

・ 農業用機械レンタル事業に取り組む市内の農業用機械取扱業者に、農業用機械のレンタルを申

　し込むことで助成を受けることができます。

・ 現在、市内の 3 事業者（( 有 ) 前田商店運輸：吾妻町、( 株 ) 久保機械店：南串山町、( 株 ) フジシタ：

　愛野町）　が補助の対象事業所となっております。

・ 対象となる機械は、汎用性のないものとし、その基準及び仕様については、別に定めておりま

　す（例：トラクター、コンバイン、野菜移植機など）。

・ 農業機械レンタル支援事業の対象者は雲仙市内に居住する農業者になります。

・ 農業機械レンタル料　（補償料、搬送料、整備料を含む )

・ 当該事業に要する経費の 5 分の 2 以内。補助金限度額は機械毎に別に定めており
　ます。
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農業者年金に加入しませんか？

農業者年金に加入して老後の生活に備えましょう！

農業経営基盤強化促進法・農地法の一部が改正されました！

　（１） 所有者不明農地について、相続人の一人（固定資

　　産税等を負担している者等）が農地中間管理機構に貸

　　付けできるよう、農業委員会の探索・公示手続を経て、

　　不明な所有者の同意を得たとみなすことが出来る制度

　　を創設。

　　農業委員会による不明者の探索は、一定の範囲に限定

　　（基盤強化法第 21 条の 2 ～第 21 条の４、農地法第

　　32 条）

　（２） 共有持分の過半を有する者の同意（（１）のみな

　　し同意を含む。）を得て、又は、知事裁定を経て設定

　　される利用権の存続期間の上限を「５年」から「20 年」

　　に延長（基盤強化法第 18 条第３項第４号、農地法第

　　39 条第３項）

1. 相続未登記農地等の利用の促進

2. 底面の全部がコンクリート等で覆われた農業用施設の取扱い

（１） 　農業用ハウス等を農地に設置するに当たって、農業委員会に届け出た場合には、内部

　を全面コンクリート張りとした場合であっても、農地転用に該当しないものとする。

　（農地法第 43 条、第 44 条）

◎詳しくは農業委員会までお問い合わせください。

加入要件

農業者年金の特徴

加入要件

農業者年金の特徴

①年間60日以上農業に従事している
②国民年金第一号被保険者（国民年金保険料納付免除者は除く）
③年齢が60歳未満

・積み立て方式で少子化に強い
・加入・脱退が自由で保険料もいつでも変更でき、無理なく続けられる
・保険料は全額社会保険料控除の対象
・農業の担い手には保険料補助（要件あり）
・終身年金であり、80歳までの死亡一時金もあり

（お問合せ）

※雲仙市農業委員会及び島原雲仙農協各支店まで

※年金のことをもっと知りたい方は

　ホームページを検索

農業者年金基金 検索

農業者年金に加入しませんか？
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農業後継者

-就農のきっかけ -

- 苦労したところ -

- やりがいを感じるとき -

- 今から農業を始めようと考えている人へ -

農地の管理は

所有者の義務です。
作付けできない場合でも

除草する等、適正な管理

をお願いします。

農地を放置していると荒廃農地とな

り、農地法違反になるばかりか周囲

の農地や住宅に多大な迷惑となりま

す。農地は適正に管理しましょう。

DATA
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平成 30 年  雲仙市賃貸料情報平成 30 年  雲仙市賃貸料情報

田（水稲）部（デ－タ数 172 筆） 畑（普通畑）部（デ－タ数 192 筆）

（単位：円）

農地の貸し借りは農地中間管理事業をご活用下さい
○機構は公的機関だから安心して貸せます。

　・賃料は確実に支払われます

　・遊休農地になる心配もありません

　・転貸先の農家と個別に交渉する必要はなくなります

○機構を通じた農地の貸借は様々な支援措置も用意されています。

　・農地中間管理機構への出し手に対する機構集積協力金

　・農地中間管理機構への出し手に対する課税の軽減措置

　・基盤整備、果樹園地に対する支援

　・金融支援、農業用機械等の導入支援

※その他にも支援措置がありますので詳しい内容についてはお問い合わせ下さい。

●問い合わせ先
産業部農林水産課　　　■電話0957-38-3111

長崎県農業振興公社　　■電話095-894-3848


